
． ．

12.社保離脱

． ．

14.出　生

． ．

17.その他
（他国民健康保険から等）

． ．

　  　　年　　月　　日
　　上記のとおり住民票を添えて届出いたします。
　　　　　　長野県医師国民健康保険組合理事長　殿

〒
第一種組合員（医師）
特別組合員 住　所

氏　名 　　㊞

※新規取得の第一種組合員のみ記入 該当するものに○印または記入
　

医療機関名 ○開設主体：個人・法人・その他
○業務の種類：開設者・管理者・

所　在　地 　　　　　　　勤務医（ 常勤・非常勤 ）
　　　  　（上記と同じ場合は記入不要） 　　　　　　　その他（　　　　　　  ）

(        ) ○常勤の従業員数：　　　　名
　 うち、医師国保加入者数　　　　名

注意事項 ※記入不要

5.第一種組合員新規取得の場合は次の書類を添付してください。
　◎口座振替特約書・承諾書

7.第二種組合員は、1名につき1枚ずつ（世帯ごとに）ご記入ください。
8.事由発生の日より14日以内に届出してください。

口座名義
（ｶﾀｶﾅ）

　　T E L

銀行ｺｰﾄﾞ

支店ｺｰﾄﾞ

口座№

6.第二種組合員（従業員）の資格取得届の場合は必ず「第二種組合員（従業員）の勤
務形態等に関する届」、「住民票」、「保険加入状況調書」、「雇用保険被保険者資
格取得等通知書」の写し、同一世帯で医師国保以外の保険加入者の「被保険者証の写
し」を提出してください。

1.資格取得年月日はその事由発生の日を記入してください。
2.氏名には必ずフリガナ（カタカナ）を記入してください。
3.個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）欄は記入せず、個人番号通知カードまたは個人番号カードの写
しを添付してください。
4.住民票（世帯全員のもので、続柄が記載され、3ヶ月以内に発行されたもの）を必ず
添付してください。あわせて「保険加入状況調書」、同一世帯で医師国保以外の保険
加入者の「被保険者証の写し」を提出してください。

昭 ・ 平

（番号を記入）

被保険者ｺｰﾄﾞ

※記入不要

職　業

個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）

昭 ・ 平

昭 ・ 平

資格取得理由第一種組合員・
特別組合員（医
師）との続柄

性別

生　年　月　日（フリガナ）

氏　　　　　名

決
　
裁

資　格　取　得
  　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記号・番号 年　月　日

国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届

被保険者証
―

台帳 ﾃﾞｰﾀ入力 被保険者証 受付日理事長 事務長 課長(補) 係

発行

回収

昭 ・ 平

【資格取得届　H31.3】



【保険加入状況調書 H26.9】 

 「保険加入状況調書」（同一世帯の全ての方の保険加入状況をご記入ください） 

  ※同一世帯で医師国保以外の保険加入者の「被保険者証の写し」を添付してください 

※75歳以上の方を除く 

被保険者証 

記号・番号   ―    ―    
第一種・特別 

第二種組合員氏名 
 

 

氏  名 
医師国保に加入した際の 

同一世帯員の保険の種類 
加入している保険者名 

（記 入 例 １） 

長 野 太 郎 

① 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 

○○支部 

（記 入 例 ２） 

長 野 花 子 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

② 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
○○○健保組合 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 
 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 

 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 

 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 

 

 

１ 協会けんぽ  ４ 市町村国保 

２ 健保組合   ５ 他の国保組合 

３ 共済組合   ６ 医師国保組合 

 

 

注 意 事 項 

○国民健康保険である医師国保は、国民健康保険法に基づき、世帯単位で加入しなくてはならないとされていま

す。また、同一世帯での市町村国保と医師国保の混在はできません。 

したがいまして、世帯全員の加入状況を確認する必要があります。 

○医師国保では、住民票上、組合員と同一世帯の方が被保険者の範囲となりますので、たとえ税法上の扶養家族

となっていても住民票が同一世帯でないと加入できません。別の住所に住んでいる家族を組合員の家族として

医師国保に加入させることはできません。 

○子どもが学生で、現在、県外に住んでいて住所も移している場合は、家族（世帯員）として加入できます。そ

の際には、①在学証明書、②修学先の住民票を提出していただきます。なお、卒業後に、学生が、親とは別に

住民登録をしている場合には、本組合の被保険者資格を喪失していただくことになりますのでご注意下さい。 


